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インドネシアにおける障害者のプロフィール１９９５年

＊本資料におけるデータは１９９５年中央統計局と保健省が共同で行った国民社会経済調査（SUSENAS：

Survei Sosial Ekonomi Nasional）と社会省（Departemen Sosial）のデータをもとにしている。

＊本書への掲載にあたって、原文中の「表２州別にみた障害者数」と「付属資料」に掲載されている詳

細な州別の障害者の状況に関する統計及び全国の障害者関連福祉施設リスト（住所・障害種類・定

員・タイプ等）の部分は省略した。

� 調査の背景等

Ａ．背景

インドネシア国民の一員として、社会福祉問題の対象者として、障害者はその他の国民と同じ地位、

権利、義務、尊厳を有する。したがって社会リハビリテーションサービス等の形で、障害者は政府の大

きな配慮を受けている。これまで政府の実施してきた障害者のための社会リハビリテーションサービス

の意図するところは、障害者の社会的機能を回復し、社会福祉を向上することにより彼らが社会で活発

に役割を果たし、その他の社会構成員や国民と同様の地位と権利と義務を獲得できるようにすることで

ある。

社会福祉の向上と自立によって障害者の地位と権利と義務の平等を実現しようとする努力は、障害者

に関する法律１９９７年第４号の制定により、一段と強固な基盤を有することとなった。

人口の増加と開発の推進、工業化の促進と並行して、障害者数は増加する傾向にあり、障害者の社会

福祉向上にあたっては、障害者に関する十分なデータや情報が真に必要とされている。すなわち、障害

者関連プログラムを計画する際の基礎的な資料として標準的で完全で、正確、かつタイムリーなデータ

と情報が要求されている。

Ｂ．範囲

本書には障害者数あるいは人口、障害の原因、障害者への取り組みの結果に関するデータの他にも、

障害者の社会リハビリテーションサービス関係の福祉施設、末端の行政機関、さらに障害者の社会リハ

ビリテーションサービス分野で活動している社会事業団体についてのデータも記載している。

Ｃ．定義

１．障害者

１９９５年の国民社会経済統計によれば、障害者とは心身の機能や構造に欠陥や異常があり、その障害の
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結果、活動上の制限を受けたり、能力低下した者のことを言う。一方、障害者に関する法律１９９７年第４

号ではしかるべき行動をする上で妨げになったり、ハンディキャップや障害となる心身の異常を持つ者

のことを言う。

中央統計局の１９９５年の国民社会経済統計で使用された障害の種類に関する用語と社会省で標準化され

た用語とを比較すると以下の通り。

ａ．視覚障害（Cacat Penglihatan）は、視覚障害（Cacat Netra）

ｂ．聴覚・言語障害（Cacat Pendengaran dan Bicara）は、聴覚・言語障害（Cacat Rungu Wicara）

ｃ．学習／知的障害および行動／精神障害（Cacat Belajar／Terbelakang dan Perikaku／Jiwa）は、

精神障害（Cacat Mental）

ｄ．マヒ障害（Cacat Kelumpuhan）、上肢障害（Cacat Tangan）、下肢障害（Cacat kaki）は、肢体

障害（Cacat Tubuh）

２．結核とハンセン病

社会福祉の側面から見た場合、結核やハンセン病などの後遺症が障害になる場合もある。保健省

（１９９５）によれば、結核は伝染病の一種で、その大部分は人の息を媒介として肺に侵入する結核菌に

よって引き起こされる。一方ハンセン病は長年にわたる伝染病の一種で、末梢神経、皮膚、細胞組織を

侵すハンセン菌がその原因となる。

３．障害者の福祉施設

障害者社会リハビリテーションサービス等の社会省が実施している福祉サービスシステムには、施設

内システムと施設外システムがある。

施設内システムとは、訓練室や寮で、職能訓練や指導、身体的、精神的、社会的な指導を行ったりす

ることにより、施設内で社会福祉問題の対象者に対する援助やその問題解決を行い、その結果彼らが社

会に出て社会的機能を果たし、しかるべき生活を営めるようにすることを目的とする社会リハビリテー

ションサービスである。

施設外システムとは、社会福祉問題の対象者を、協力的な社会システムの中に配置して、彼らが本来

の社会的機能を果たし、人間らしい生活を営むことができるようにすることを目的とする社会リハビリ

テーションサービスである。

障害者の社会リハビリテーションサービス機関としての福祉施設は以下の通り。

ａ．肢体障害者福祉施設

肢体障害者に対して社会リハビリテーションサービスを行う福祉施設。彼らが社会に出て活発に

役割を果たせるよう、身体的、精神的、社会的な指導、技能訓練、社会復帰、さらに継続的指導が

行われる。

ｂ．視覚障害者福祉施設

視覚障害者に対して社会リハビリテーションサービスを行う福祉施設。彼らが社会に出て活発に

役割を果たせるよう、身体的、精神的、社会的な指導、技能訓練、社会復帰、さらに継続的指導が
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行われる。

ｃ．聴覚・言語障害者福祉施設

聴覚言語障害者に対して社会リハビリテーションサービスを行う福祉施設。彼らが社会に出て活

発に役割を果たせるよう、身体的、精神的、社会的な指導、技能訓練、社会復帰、さらに継続的指

導が行われる。

ｄ．慢性病回復者の福祉施設

慢性病回復者に対して社会リハビリテーションサービスを行う福祉施設。彼らが社会に出て活発

に役割を果たせるよう、身体的、精神的、社会的な指導、技能訓練、社会復帰、さらに継続的指導

が行われる。

４．福祉施設の分類

組織編成は、業務の負担と社会福祉問題の当事者に対するサービスの度合いに基づいている。障害者

の社会リハビリテーションサービスもＡ、Ｂ、Ｃタイプの福祉施設に分類される。その詳細は以下の通

り。

ａ．Ａタイプ福祉施設

所長（等級�／ｂに相当するポスト）、庶務担当、援助課、専門職集団からなる福祉施設。

ｂ．Ｂタイプ福祉施設

所長（等級�／ａに相当するポスト）、庶務担当、援助係、専門家集団からなる福祉施設。

ｃ．Ｃタイプ福祉施設

所長（等級�／ｂに相当するポスト）、庶務担当、専門職集団からなる福祉施設。

上記の福祉施設分類は各種の障害者福祉施設に通用する。

� 調査結果の解説

Ａ．障害者の人数

１９９５年現在におけるインドネシアの障害者数は４，３７４，１４５人、あるいは２７州の総人口（１９２，７１２，７８８人）

の３．５４％である。その内訳は以下の通り。

肢体障害者は４０７，７１４人、０．５４％、視覚障害者は１，１８３，８６５人、０．７５％、心的障害者８７０，４１９人、

０．９４％、聴覚言語障害者６５９，５２６人、０．６６％、慢性病回復者１，２５２，６２１人、０．６５％である。

データの収集から障害の原因は家庭内の活動、交通事故、職場、工場、建設現場等での事故の場合も

あれば、病気や先天的異常、犯罪、天災等に因る場合もあることが明らかになった。

障害者の一つの側面として結核やハンセン病などの罹患による障害者があげられる。１９９５年、結核患

者の数は７７，３８１人、あるいはインドネシア国民全体の０．０４％に達している。

結核患者の数は毎年変化している。１９９２年には１２０，３７６人であったのが、１９９５年には７７，３８１人まで減
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少している。また各州における結核患者の数もかなり変化に富んでいる。それは患者数に比較して医薬

品の数が不足していること、医薬品の値段があまりに高額であること、患者の居住地域が医療チームが

行きにくい所にあることが原因している。

公衆衛生サービスの分野で活動する行政機関の一つとして、衛生省は病院、保健所を通じてサービス

センターを設立してきた。しかし、なおかつ患者とサービスセンターの数は釣合わない状態である。

社会省は施設システムや福祉住宅を通じて元結核患者に対する福祉サービスを実施している。１９９１

年、ハンセン病患者は９２，０３５人、あるいはインドネシア国民全体の０．０５％、感染率５．１、すなわち１万

人に５人の割合であったが、１９９６年現在では３４，７６７人、感染率１．８人、すなわち１万人に２人の割合で

ある。これは保健省が結核病の場合と同様、集中的にかつ定期的に医療を向上させたことによる。社会

省は施設システムや在宅を通じてハンセン病患者に対する福祉サービスを実施している。

Ｂ．福祉サービス

社会省は障害者問題の取り組みにおいて、社会と協力して予防、リハビリテーション、社会復帰、事

業や仕事面での援助、職業斡旋、継続指導を、包括した福祉サービスプログラムとして実施している。

福祉サービスは施設内および施設外のシステムを通じて実施されている。施設内サービスは末端の行

政機関としての福祉施設のファシリティーを利用して実施される。

障害者に対する社会リハビリテーションサービスを実行するための福祉施設の数は国立施設が３４、民

間施設が２６３である。その内訳は以下の通り。

肢体障害者施設は国立が７つ、民間施設が５３。視覚障害者施設は国立が１８、民間施設が６１。知的障害

者施設は国立が４つ、民間が１０２。聴覚言語障害者施設は国立が１つ、民間施設が４７。慢性病回復者施

設は国立が４つ、民間施設は無し。

収容能力は国立施設が各 ５々０人から２１５人、民間施設は１０人から１００人前後である。しかし、収容人数

は国立施設も民間施設まちまちで、７人から２５０人前後である。

施設内システムによる障害者の社会リハビリテーションサービスの他にも、社会省は地域社会に密着

した施設外における障害者のための社会リハビリテーションも実施している。

Ｃ．障害の種類と原因

１．障害の種類

身体的障害でも、精神的障害でも国民の障害に関する情報は重要である。国民のおかれている状況が

将来的に社会経済活動に、長期的には社会の福祉レベルに影響するからである。

表１は視覚、聴覚、言語、知的、精神的、マヒといった障害を持つ国民のパーセンテージを表わした

ものである。その中で一番多いのは視覚障害で、０．７５％の人が視覚障害をもっている。以下障害の種類

で多いのは順番に知的障害（０．５４％）、精神障害（０．４０％）、聴覚障害（０．３８％）、マヒ障害（０．３６％）、

そして言語障害（０．２８％）である。障害者が都市よりも農村に多いことも明らかである。
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表２は州別にみた障害者の割合である（本書では表２の掲載は省略した）。州別の分布から明らかな

ように西スマトラに最も多くの視覚障害者（２．５８％）と聴覚障害者（０．６５％）が存在し、他の州に比べ

て、東ヌサトゥンガラに最も多くの知的障害者（１．４７％）が見られる。一方、精神障害者が最も多いの

が南スラウェシ州（０．６５％）、マヒ障害者が最も多いのがアチェ特別区（０．８２％）、また言語障害者はイ

リアンジャヤ州（０．７７％）に最も多い。

２．障害の原因

表３は障害の原因別に障害者の割合を示したものである。障害の原因として最も大きな割合を占めて

いるのが病気であることがわかる。また先天性の障害も比較的大きな比重を占めている（４．４０％）。さ

らに家庭内や交通事故によって生じた障害も障害の主な原因となっている。

地域間を比較すると、農村地域では病気や先天異常による障害が原因の大勢を占めている。反対に都

市地域で障害の原因として大勢を占めているのは家庭内で生じた事故や交通事故である。

Ｄ．障害の程度と補助具の利用

１．障害の程度

表４は障害の種類別に障害者の障害の程度を示したものである。過半数の障害者は、軽度障害を持っ

表１ 障害の種類別にみた障害者の割合

障 害 の 種 類 都市地域 農村地域 合 計

１．視覚

２．聴覚

３．言語

４．学習／知的発達の遅れ（心的）
５．行動／精神 （心的）

６．マヒ （身体）

０．６９

０．２６

０．２３

０．４３

０．３４

０．３２

０．７７

０．４４

０．３０

０．５９

０．４３

０．３８

０．７５

０．３８

０．２８

０．５４

０．４０

０．３６

表３ 障害の原因からみた障害者の割合

番号 障害の原因 都市地域 農村地域 合 計

Ａ

１

２

３

４

５

Ｂ

１

２

３

４

５

事故によるもの

家庭内

交通

工場

建設現場

その他の場所

その他の原因

病気

先天異常

犯罪

自然災害

その他

合 計

２．３４

１．５４

０．２３

０．１３

０．６４

２４．５３

３．３６

０．１８

０．１１

６６．９５

１００．００

２．２８

１．４５

０．０９

０．１０

０．９８

２５．７７

４．９９

０．１２

０．１２

６４．１０

１００．００

２．３０

１．４８

０．１４

０．１１

０．８６

２５．３３

４．４０

０．１４

０．１１

６５．２２

１００．００
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ているに過ぎない。重度や最重度の障害者の大勢を占めているのは知的障害者で、それぞれ１５．７７％と

８．６８％である。その他で重度と最重度の障害者が多く見られるのは言語障害者でそれぞれ１３．７７％と

４．５６％である。

２．補助具の利用

日常生活動作の便宜のため、障害者は自分の障害の種類に適した補助具を利用することができる。し

かし日常生活において補助具を利用しない障害者が多く見られる。表５によると２７．６１％の障害者しか

補助具を利用していない。すなわち補助具を利用しない障害者が７２．３９％存在するということである。

障害の種類別に見た場合、最も多く補助具を利用しているのは視覚障害者で、４６．７４％である。２番

目と３番目に多く補助具を利用しているのはマヒ障害者（３１．４１％）と聴覚障害者（２０．９２％）である。

すなわち６８．５９％のマヒ障害者は補助具を利用していない。

Ｅ．障害者のプロフィール

１．障害者の年齢

表６は視覚障害者の８４％以上が４０歳以上であることを示している。ほとんど同様に聴覚障害者とマヒ

障害者の７６％以上が４０歳以上である。この状況は、この３種類の障害が基本的に高齢者により多く現れ

ることからも理解できる。

一方、言語障害、精神障害および知的障害は各年齢層にほぼ均一的に見られる。表６で興味深いのは

表４ 障害の種類別にみた障害程度

都市地域＋農村地域

番号 障害の種類
障 害 の 程 度

軽 度 中 度 重 度 最重度 合 計

１

２

３

４

視覚

聴覚

言語

学習／知的発達の遅れ／心的

６２．２３

６４．６６

５５．８６

４２．２９

２９．５４

２５．３０

２５．８１

３３．２６

７．２８

８．５１

１３．７７

１５．７７

０．９５

１．５２

４．５６

８．６８

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

合 計 ６０．９１ ２８．９０ ８．４１ １．７８ １００．０

表５ 障害の種類別にみた補助具の利用状況

都市地域＋農村地域

番号 障 害 の 種 類
補助具の利用

合 計
利用している 利用していない

１

２

３

４

５

６

視覚

聴覚

言語

学習／知的発達の遅れ／（心的）
行動／精神／ （心的）

マヒ （身体）

４６．７４

２０．９２

１１．２４

１０．３８

８．４５

３１．４１

５３．２６

７９．０８

８８．７６

８９．６２

９１．５５

６８．５９

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

合 計 ２７．６１ ７２．３９ １００．０

１３６



精神障害が生産的年齢層（１６―３９歳）に多く見られることである。このことはストレスに陥っている青

年が増えていることと深く関連していると思われる。

２．障害者の教育

障害者の学歴はその大部分（８１．６６％）が高くても小学校卒業である（表７）。この事情はあらゆる種

類の障害者に共通して見られるが、とりわけ精神障害者においてはその割合は９４％に達する。一方、中

学卒や高校卒の学歴を持つ者の割合が比較的多いのは視覚障害者やマヒ障害者である。表７が示してい

るように、視覚障害者のほぼ３％が専門教育機関／大学まで卒業している。これはここ数年来、視覚障

害者を参加させている大学の新入生受け入れプログラムの成果と言えるであろう。障害者全体では専門

教育プログラムや大学を卒業できた者は１．８１％である。

３．障害者世帯の収入源

表８が示しているように、全体的に４６．６６％の障害者世帯が主な収入源を農業分野に依存している。

表７ 障害の種類別にみた最終学歴

都市地域＋農村地域

番号 障 害 の 種 類

学 歴

合計

小学校

中退／
未就学

小学校 中学校 高校 専門教

育課程

１／２

大学３

年修了

程度／
専門教

育課程

３

大学／
専門教

育課程

４

１

２

３

４

５

６

視覚

聴覚

言語

学習／知的発達の遅れ（心的）
行動／精神 （心的）

マヒ （身体）

４８．２０

６４．１８

６４．５０

７１．１２

５５．４６

５１．９６

２７．６２

２４．９３

２０．７１

２２．７９

２５．１５

２７．０２

９．６１

５．７３

５．９２

３．８２

９．０７

９．４７

１１．５８

４．０１

７．１０

２．０３

９．０７

９．９３

０．７７

０．００

０．５９

０．００

０．００

０．４６

１．１１

０．２９

０．００

０．００

０．４１

０．４６

１．１１

０．８６

１．１８

０．２４

０．８２

０．６９

１００．００

１００．００

１００．００

１００．００

１００．００

１００．００

合 計 ５６．０１ ２５．６５ ８．１０ ８．４２ ０．３９ ０．６４ ０．７３ １００．００

表６ 障害の種類別にみた障害者の年齢分布

都市地域＋農村地域

番号 障 害 の 種 類
年 齢 層（歳）

５―１５ １６―３９ ４０―６０ ６０＋ 合計

１

２

３

４

５

６

視覚

聴覚

言語

学習／知的発達の遅れ／（心的）
行動／精神／ （心的）

マヒ （身体）

２．０６

５．１６

１５．７６

２１．８４

１１．５５

４．８５

１３．５５

１８．３４

４８．３７

３１．２６

４６．８０

１８．４８

４２．９７

２２．６４

１８．４８

２３．９９

２５．３６

３０．０２

４１．４２

５３．８７

１７．３９

２２．９１

１６．２９

４６．６５

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

合 計 ９．４５ ２４．７２ ３３．９３ ３１．８９ １００．０

１３７



農業分野以外の主な収入源でかなり大きな比率を占めているのは商業とサービス分野でそれぞれ

１３．４４％と１１．８７％である。

主な収入源を所得給付に頼っている障害者世帯の割合もかなり大きく、１３．７６％である。所得給付に

依存している障害者世帯の中で最も多いのはマヒ障害者で、１７．５５％である。一方、言語障害者で主な

収入を所得給付に頼っているのは９．３１％に過ぎない。

４．障害者世帯の平均的な支出

障害者世帯の大部分（５８．９８％）の毎月の支出は、１０万ルピア～３０万ルピアで（表９）、月に５０万ルピ

ア以上の支出のある世帯は６．４４％しかない。

また表９は障害者世帯の２１．１４％は毎月の支出が１０万ルピア未満であることを示している。あらゆる

種類の障害に同様の傾向がみられるが、唯一の例外が言語障害者で、その比率はわずか１１．３５％であ

る。

世帯の支出が毎月１０万ルピア未満、あるいは一人につき毎月２万ルピア（家族数が平均５人とした場

合）ということから、彼らは貧困者としても社会福祉問題の対象者と見なすことができる。障害者とし

てまた貧困者として彼らは二重の社会福祉問題を抱えているのである。

表８ 障害の種類別にみた障害者世帯の主な収入源

都市地域＋農村地域

障 害 の 種 類
世 帯 の 収 入 源

農 業 工 業 商 業 サービス業 所得給付 そ の 他 合 計

１．視覚

２．聴覚

３．言語

４．学習／知的発達の遅れ（心的）
５．行動／精神 （心的）

６．マヒ （身体）

４２．７５

４９．３６

４３．６２

５１．１１

４４．２４

４２．９４

５．６９

６．８２

５．９９

５．３２

５．２５

５．７８

１３．３２

１１．５７

１３．９０

１４．１３

１３．２１

１２．９４

１３．７９

８．９０

１４．６７

１１．１１

１３．０３

１２．３５

１６．０２

１６．５２

９．３１

１０．６０

１５．４６

１７．５５

８．４４

６．８２

１２．５０

７．７４

８．８１

８．４３

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

合 計 ４６．６６ ５．７０ １３．４４ １１．８７ １３．７６ ８．５７ １００．０

表９ 障害の種類別にみた障害者世帯の支出状況

都市地域＋農村地域

障 害 の 種 類
世帯の支出分類（単位：１０００ルピア）

合 計
＜１００ １００―３００ ３００―５００ ５００―７５０ ＞＝７５０

１．視覚

２．聴覚

３．言語

４．学習／知的発達の遅れ（心的）
５．行動／精神 （心的）

６．マヒ （身体）

２０．００

２６．０１

１１．３５

２２．９８

２１．９３

２１．５７

５５．７８

５９．２５

６４．６７

６０．２１

５７．０８

５９．８０

１５．３６

９．９９

１６．０７

１２．４７

１４．７１

１２．１６

５．５５

２．７７

５．１０

２．８９

４．６９

４．２２

３．３２

１．９８

２．８１

１．４５

１．５９

２．２５

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

合 計 ２１．１４ ５８．９８ １３．４４ ４．２４ ２．２０ １００．０

１３８



Ｆ．障害者の住環境

１．家の床面積

表１０は１３．０８％の障害者世帯の床面積が３０�未満で、９０�以上の床面積の家を持つ者は２１．５５％である

ことを示している。都市地域と農村地域の状況を比較すると、その分布状況に違いがみられる。都市地

域では床面積７５�以上の家に住む障害者の方が多いのに対し、農村地域では床面積６０�未満の家に住む

障害者の方が多い。

全体的に都市地域に住む障害者の家の床面積の方が、農村地域に住む障害者の場合よりも大きい。す

なわち７１．８８�対６１．８３�である。それだけ広さのある家ならば住むのに充分のはずである。問題は床、

壁、屋根の材質から見たその家の状態である。

２．主な床の材質

主な床の材質について、表１１は２２．３９％の障害者の家の床が土のままで、タイルやセメント混合石材

で出来た床は、それぞれ２．７１％と１２．２５％であることを示している。

都市地域と農村地域を比較すると、都市地域に住む障害者の家の床材は農村地域に住む障害者の場合

よりもずっと良質であることが明らかである。大理石／タイル、セメント混合石材およびセメント／レ

ンガ作りの床は、農村地域よりも都市地域の障害者世帯の方にはるかに多い。反して木材、竹材、土の

床は農村地域の方にはるかに多い。

表１０ 障害の種類別にみた障害者世帯の床面積

都市地域＋農村地域

障 害 の 種 類
家の床面積（単位：�）

＜３０ ３０―４５ ４５―６０ ６０―７５ ７５―９０ ９０―１２０ ＞＝１２０ 合計

１．視覚

２．聴覚

３．言語

４．学習／知的発達の遅れ（心的）
５．行動／精神 （心的）

６．マヒ （身体）

１１．４２

１２．６６

１４．８０

１３．４５

１２．６５

１３．６３

２１．３３

２２．３５

２２．１９

２４．４７

１９．３１

１８．３３

１９．２９

１９．１９

１７．２２

１９．９１

１９．２１

１９．７１

１６．７３

１７．５１

１６．９６

１５．６２

１７．７１

１６．７６

７．８２

７．９１

６．２５

７．１１

７．４０

７．８４

１１．４２

９．１０

１１．７３

１０．３４

１２．７５

１２．７５

１１．９９

１１．２８

１０．８４

９．１１

１０．９７

１０．９８

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

１００．０

合 計 １３．０８ ２２．０１ １９．４７ １６．１５ ７．７３ １１．０３ １０．５２ １００．０

表１１ 住居の床材の種類から見た障害者世帯の内訳

床 材 の 種 類 都市地域 農村地域 都市地域＋農村地域

１．大理石／タイル／人口大理石
２．セメント混合石材

３．セメント／レンガ
４．木材

５．竹材

６．土

７．その他

６．２２

２２．７２

４３．３２

１７．７０

０．１８

９．３１

０．５５

０．７５

６．４１

９．６０

２５．６９

７．１８

２９．７０

０．６７

２．７１

１２．２５

３４．５２

２２．８２

４．６７

２２．３９

０．６３

合 計 １００．００ １００．００ １００．００

１３９



３．主な壁の種類

障害者の住居の２３．７％の壁が竹材で作られている。一方、壁がレンガや木材でできた住居の割合はそ

れぞれ４０．５０％と３２．９８％である（表１２）。

農村地域では障害者の住居の大半は壁が竹材（木材も）でできている。これに対してレンガ作りの壁

は都市地域に多く、５８．８９％を占めるが、農村地域では３０．２２％である。

４．主な屋根の種類

障害者の住環境は彼らの家の屋根の種類からも窺い知ることができる。障害者の住居の１４．７０％は、

屋根が葉っぱで葺いてあり、０．８３％は屋根がしゅろの幹の繊維で葺いてある（表１３）。しかし障害者の

住居の大半は瓦屋根（４７．７８％）、次に多いのはトタン屋根（３１．２１％）である。

また表１３は葉っぱで葺いた屋根の家に住んでいる障害者は、都市地域に比べて農村地域に圧倒的に多

いことを示している。その割合は２０．１３％対４．９８％である。同様のことが、しゅろの幹の繊維で葺いた

屋根の場合にも言える。反対にコンクリート屋根や瓦屋根の家に住む者は都市地域により多い。

５．飲料水の源

障害者の住居の大半（４８．３２％）では井戸水を飲料水として使用している（表１４）。水道やポンプを利

用しているのは２６．０３％である。表１４から見て一つ残念なことは、いまだに障害者世帯の１０．４４％が、飲

料水を川水や雨水に頼っているということである。

都市地域と農村地域を比較した場合、飲料水を川水や雨水に依存している障害者世帯は圧倒的に農村

地域に多く、その割合は１３．４１％対５．１２％である。同様のことが飲料水を、湧き水や井戸に依存してい

表１２ 住居の壁の種類からみた障害者世帯の内訳

壁の種類 都市地域 農村地域 都市地域＋農村地域

１．レンガ作り

２．木材

３．竹材

４．その他

５８．８９

２７．７９

１１．２４

２．０７

３０．２２

３５．８８

３０．１４

３．７６

４０．５０

３２．９８

２３．３７

３．１５

合 計 １００．００ １００．００ １００．００

表１３ 住居の屋根の種類からみ障害者世帯の内訳

屋根の種類 都市地域 農村地域 都市地域＋農村地域

１．コンクリート

２．木材

３．瓦

４．トタン／アスベスト
５．しゅろの幹の繊維

６．葉っぱ

７．その他

１．０１

４．３８

５１．９８

３６．５９

０．６０

４．９８

０．４６

０．２１

４．１４

４５．４３

２８．２１

０．９５

２０．１３

０．９３

０．５０

４．２３

４７．７８

３１．２１

０．８３

１４．７０

０．７６

合 計 １００．００ １００．００ １００．００

１４０



る障害者家庭の場合にもいえる。反対に水道やポンプを利用している障害者世帯の大半は都市地域に住

んでいる。

Ｇ．まとめ

この報告書では、国民の障害の中で最も多いのが視覚障害であること、障害の原因としてはとりわけ

病気が多いこと、その他の原因として多いのは先天異常、家庭内の事故であることを明らかにした。

障害者全体で２７．６１％が補助具を利用している。すなわち、日常生活の中で補助具をまだ利用してい

ない障害者が７２．３９％いるということである。

視覚障害者、聴覚障害者およびマヒ障害者のうち７５％以上が４０歳以上である。またこの報告は、精神

障害者の４６．８０％が生産的年齢層（１６～３９歳）にあることも示している。このことはストレスに陥って

いる青年層が増えていることと深く関連している。

障害者世帯の４６．６６％の収入源は農業である。商業やサービス業を収入源とする障害者世帯は、それ

ぞれ１３．４４％と１１．８７％である。また１３．７６％の障害者世帯が、収入源を所得給付に依存している。

支出面から見ると、障害者世帯の２１．４４％は毎月の支出が１０万ルピア未満である。家族の構成員が平

均５人とすると、毎月一人当たりの支出は２万ルピア未満であり、彼らは貧困者としても社会福祉問題

の対象者となっている。このように障害者は二重の社会福祉問題を抱えている。

表１４ 飲料水の源から見た障害者世帯の内訳

飲料水の種類 都市地域 農村地域 都市地域＋農村地域

１．水道／ポンプ
２．井戸

３．湧き水

４．川水／雨水
５．その他

５２．４９

３８．４８

２．７６

５．１２

１．１５

１１．２５

５３．８２

２０．７２

１３．４１

０．８０

２６．０３

４８．３２

１４．２９

１０．４４

０．９２

合 計 １００．００ １００．００ １００．００

１４１



視覚障害その他の理由で活字のままでこの本を利用できない方のために、営利を目

的とする場合を除き、「録音図書」「点字図書」「拡大写本」等を作成することを認め

ます。

その際は下記までご連絡下さい。

障害者職業総合センター企画部企画調整室

電話 ０４３―２９７―９０６７

FAX ０４３―２９７―９０５７

なお、視覚障害者の方等でこの本のテキストファイルをご希望されるとき

も、ご連絡ください。

資料シリーズ No.３０

アジア太平洋地域の障害者雇用システムに関する研究

編集・発行 日本障害者雇用促進協会

障害者職業総合センター�C

〒２６１―００１４

千葉市美浜区若葉３丁目１―３

電話 ０４３―２９７―９０６７

FAX ０４３―２９７―９０５７
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